
審議案件 １          第７５回大規模小売店舗立地審議会資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要                                     ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称：ファッションセンターしまむら八幡店                            １ 新設日 ：平成２２年１月２日 
２ 店舗面積：１,２１９㎡ 
３ 駐車場の位置：図３ 
  駐車場の収容台数：６６台 
４ 駐輪場の位置：図３ 
  駐輪場の収容台数：４７台 
５ 荷さばき施設の位置：図３ 
  荷さばき施設の面積：３７㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図３ 
  廃棄物保管施設の容量：１８㎥ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後８時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時４５分～午後８時１５分 
９ 駐車場の出入口の数：２か所 
 駐車場の出入口の位置：図３ 

10 荷さばき可能時間帯： 
午後８時１５分～翌午前９時４５分 

 ２ 所在地：市原市八幡字笊沼３３５番１ほか 
３ 建物設置者：株式会社しまむら 代表取締役 野中正人 
４ 小売業者名：株式会社しまむら  (業種：衣料品専門店) 
５ 敷地の概要：・敷地面積 ２,７３９㎡  ・所有形態  借地 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域   第１種低層地域、第２種住居地域 
・現況     田 
・建築確認   平成２１年６月２４日 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造平屋建 
・建築面積   １，５０２㎡ 
・延床面積   １，４００㎡ 
・店舗面積   １，２１９㎡ 

７ 周辺の環境等：東側は店舗及び住居、西側は道路を挟み住居及び店舗、 
南側は道路を挟み農地及び住居、北は農地及び住居である。 

８ 処理経過： ・届出日 平成２１年５月１日 
・公告縦覧期間  平成２１年５月２２日～平成２１年９月２２日 
・説明会開催日時 平成２１年６月１２日 午後３時 

       ・場 所 市原市八幡公民館 
９ 市町村・住民等の意見 ： 

・市原市の意見     あり 
・住民等の意見     なし 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 ６６台(うち身障者用１台) 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1.063 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 1.219 千㎡）

           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 70％） 
÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.612） 

              ＝４０台 
イ 駐車場の位置及び構造等（図３ 参照） 

・建物外平面駐車場（自走式）６６台 
・出入口２か所 
交通への支障を回避するための方策 
・オープンセール等混雑が予想される場合に、交通整理員を出入口に配置する。 
・駐車場出入口に看板を設置し、出入口に停止線、矢印を表示する 

ウ 駐輪場の確保等（図３ 参照） 
・届出台数 ４７台 ＊指針参考値の駐輪台数 1,219 ㎡÷35 ㎡＝35 台 
・駐輪場の管理体制 従業員の見回りを実施する。 
・駐輪場案内の表示方法 看板の設置と路面標示を行う。 

 
エ 荷さばき施設の整備等(図３ 参照) 
（ア）荷さばき施設の整備  面積：３７㎡（店舗前 25 ㎡ 店舗内 12 ㎡） 
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数     ：１台 
 ・待機スペース       ：なし 
・搬出入車両専用出入口   ：なし 
・荷さばき可能時間帯    ：午後８時１５分～翌午前９時４５分 
・搬出入車両              ：１台（４ｔ車） 
・平均的な荷さばき処理時間 ：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：１台 

オ 経路の設定 
（ア）案内経路   （図５ 参照） 
（イ）周知の方法 

・チラシ等の配布：新聞折込広告に案内図を掲載する。 
・敷地駐車場内に案内看板を設置する。 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保され

ており、駐車需要を充足していると認

められる。 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確保

されており、駐輪需要は充足している

と認められる。 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなされ

ていると認められる。 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及びその周知の方法は、必

要な配慮がなされていると認められ

る。 
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（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・歩行者の安全を図るため店頭軒下にダウンライトを設置する。 
・出入口に停止線を設け、来客車両退出時に歩行者等に対する注意を促し、安全性に努め、交通事故防止に努める。

 

※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物減量化 
・簡易包装箱により包装紙の使用をなくし過剰包装のないようにする。 
・納品時の梱包資材を極力減らす。 
・ハンガー納品を行いダンボールの減量化に努める。 
・過剰包装のないようにして廃棄物の減量化を行う。 
 

イ リサイクル計画 
・ダンボールは自社回収し、業者委託によりリサイクルする。 
・当社の買い物袋を次回来店時に買い取り、リサイクルを図る。 
・納品後の不要なハンガーは、店舗にて希望するお客様に配布する。 
・店舗間にて商品の移動を行う場合は、納品時のダンボールを再利用する。 
・納品時に商品が入っていた袋は、販売時全て取り外し、店舗作業用に再利用する。 
・自動販売機の空き缶、ビンは納品業者が引き取りリサイクルを行う。 
 

※ 廃棄物の減量化及びリサイクル計

画について、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策  

・行政から要望があれば協力する。 
イ 防犯対策 

・閉店後は、駐車場出入口をチェーンで施錠し施設管理を強化する。 
 ・駐車場及び施設へ照明を適切に設置するとともに、防犯カメラを設置する。 
 ・警備会社と連携し緊急時の通報体制の整備を行う。 

※ 防災・防犯対策への協力について

は、適切な配慮がなされていると認め

られる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策 ：空調室外機は低騒音型を採用する。 

 
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：搬出入車両のアイドリング禁止を徹底する。 
        作業員への騒音防止意識の徹底を図る。 

荷さばき車両のバックブザーは使用しない。 
荷さばきは、全て手降ろしにより行う。 

・荷さばき施設：十分な荷さばきスペースを確保し、荷さばき時間の短縮を図る。 
          出入口の段差をなくし、車両入出庫時の騒音の削減を図る。 

b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 
 ・ＢＧＭ等の営業宣伝活動はしない。 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 

a  室外機等からの騒音対策 
・低騒音型を採用する。 
 

b  駐車場からの騒音対策 
・アイドリングストップの看板を設置し注意を喚起する。 
 

c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・早朝、深夜の作業は行わない。 
・作業者に騒音抑制意識向上の徹底を行う。 

 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、昼間・夜間の等価騒音レベルは基

準を満たしている。  
 夜間において発生する騒音ごとの予

測において、荷さばき車両走行音及び

キュービクルが敷地境界予測地点で基

準値を超過する。 
キュービクル及び荷さばき車両走行

音の一部については、保全対象側で基

準を満たしている。 
また、荷さばき車両走行音の一部が

保全対象側で基準を超過するものの、

現況の騒音の方が高いこと、保全対象

側 B´C´地点については、近隣住民の

了解を得ていること、そのほか周辺の

状況等を総合的に勘案すると、周辺地

域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす

ものではないと認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について（図５ 参照）                                  

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)及び 

夜間(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 

ｂ 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外とした。

ｃ 評価方法：騒音に係る環境基準。  

ｄ 騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 

環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ´地点 第２種住居地域 Ｂ 40 55 以下 <30 45 以下  

Ｂ´地点 第１種低層住居専用地域 Ａ 50 55 以下 44 45 以下 ※ 

Ｃ´地点 第２種住居地域 Ｂ 42 55 以下 31 45 以下  

Ｄ´地点 第１種低層住居専用地域 Ａ 43 55 以下 <30 45 以下  

   ※ 予測高さ：1.2m、4,2m、7.2m、10.2m 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法 

ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰及び回折減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲について、音源毎に敷地境界地点。 
ｃ 評価方法：騒音規制法に係る夜間の基準。 

ｄ 発生する騒音ごとの予測結果 
予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間（22:00～6:00） 地点名 

（音源） 
用途地域区分 

騒音規制法 

区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 環境騒音 

 

備  考 

Ａ 第２種住居地域 第２種区域 82 45 49（Ｅ） 45 56 荷さばき車両走行音① 

Ｂ 
第１種低層住居

専用地域 
第１種区域 49 40 39（Ｆ） 40 － ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

Ｃ 第２種住居地域 第１種区域 76 45 54（Ｇ） 45 － 荷さばき車両走行音② 

Ｂ✻ 
第１種低層住居

専用地域 
第２種区域 52 40 <30（Ｆ） 40 － 荷さばき車両走行音④ 

※荷さばき車両走行音及びｷｭｰﾋﾞｸﾙが原因で、敷地境界予測地点で基準値を超過する地点がある。 
※Ａ地点については、荷さばき車両走行音が原因で、敷地境界予測地点で基準値を超過し、保全対象側予測地点のＥ
地点においても基準値を超過するものの、現況の騒音（交通量が少ない深夜 2 時から 4 時の結果）が 56dB と予測
値より高く、また、住民へ本件を説明し、了承を得ていること。 

※B 地点については、ｷｭｰﾋﾞｸﾙが原因で、敷地境界予測地点で基準値を超過するが、保全対象側予測地点の F 地点に

おいては基準を満たしていること。 

※C 地点については、荷さばき車両走行音が原因で、敷地境界予測地点で基準値を超過し、保全対象側予測地点の G
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地点においても基準値を超過するものの、地主であり、本件を説明し、了承を得ていること。 

※B✻地点については荷さばき車両走行音が原因で、敷地境界予測地点で基準値を超過するが、保全対象側予測地点

の F 地点においては建物の回折効果により基準を満たしていること。 

※以上のことから、周辺の状況等を総合的に勘案すると、周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすものではな

いと認められる。 
  ※なお、近隣から苦情が出た場合は、納品時間の変更や荷受場所の変更などにより対応するとのこと。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図３ 参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：１８m3  （高さ１．５ｍ） 
      

（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 
 A：1 日当たりの廃棄物

等 
の排出予測量（ｔ） 

B：廃棄物等の平均
保管日数（日） 

C：廃棄物等の 
見かけ比重 

保管容量 
（㎥） 

紙製廃棄物等 ０．２５４ ２ ０．１０ ５．０８

金属製廃棄物等 ０．００９ ６ ０．１０ ０．５４

ガラス製廃棄物等 ０．００７ ６ ０．１０  ０．４２

プラスチック製廃棄物等 ０．０２４ ２ ０．０１ ４．８０

生ごみ等 ０．２０６ ２ ０．５５ ０．７５

その他の可燃物等 ０．０６６ ２ ０．３８ ０．３５

合   計  １１．９４

 
イ 廃棄物等の運搬や処分について 

・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理 
・運搬頻度    ２日１回（金属製廃棄物等及びガラス製廃棄物等は６日に１回） 
 

※廃棄物 
廃棄物に係る事項等について、保管

施設は指針を満たす保管容量が確保

されており、運搬等についても配慮が

なされていると認められる。 
 

 
（３）街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 敷地内の緑化計画 ：フラワーポットなどを置くことにより緑化に努める。 

（土地区画整理地内のため義務規定はない。） 
 

イ 街並みづくり、景観への配慮 ：店舗外壁はベージュ色を基調とし、街並みに配慮する。 
店舗前面にフラワーポットを設置して緑化に配慮するほか、敷地内は毎朝清掃を

実施し景観に配慮する。   
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  日没から閉店まで 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 
 

※街並みづくり等への配慮 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 市原市の意見 
（ア）退店経路について、適切な誘導をするなど交通安全対策に努めること。オープン時については、周辺道路及び

住宅地への路上駐車がないように対応を図ること。 
（対応）退店経路はチラシ店舗案内図内に掲載し周知を図り、交通安全対策に努める。 
    オープン時は、警備員を配置し、周辺道路、路上駐車への配慮と対応を行う。 
 
（イ）歩行者と自転車等の安全を確保するとともに、交通事故防止に努めること。 
（対応）出入り口に停止線を設け、来客車両退出時に歩行者等に対する注意を促し、安全性に努め、交通事故防止に

努める。 
 
（ウ）商品の簡易包装やレジ袋削減のための買い物袋持参者への優遇等の実施を検討願います。 
（対応）レジ袋削減のため、買い物袋持参者への優遇等の実施も今後検討する。 
    廃棄用ダンボール、ビニールの有効利用による効率化を追及し、リサイクル化の充実・環境負荷軽減を図る。

     
（エ）照明の設置や来客者に対する注意の喚起など駐車場内の防犯対策に努めること。 
（対応）駐車場用照明として、店頭の常設ライトを活用し、必要な照度を確保することで、駐車場の防犯対策に努め

る。 
 
（オ）工事完了後、適切な維持管理を行い、美観を保つように努めてください。 
（対応）適切な管理を行い、フラワポット設置による美観維持に努める。 
 
 

※市原市からの意見については、必要

な対応がなされると認められる。 
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第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考置の台数が確保されており、駐輪需要は充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 

３ 騒音の総合的な予測・評価については、昼間・夜間の等価騒音レベルは基準値を満たしている。 
夜間において発生する騒音ごとの予測において、荷さばき車両走行音及びキュービクルが敷地境界予測地点で基準値を超過する。 
キュービクル及び荷さばき車両走行音の一部については、保全対象側で基準を満たしている。 
また、荷さばき車両走行音の一部が保全対象側で基準を超過するものの、現況の騒音の方が高いこと、保全対象側 B´C´地点については、近隣住民の了解

を得ていること、そのほか周辺の状況等を総合的に勘案すると、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすものではないと認められる。 
 
 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
６ 市原市の意見については、必要な対応がとられると認められる。なお、住民等からの意見はなかった。 
 

  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし」 
    なお、荷さばき車両走行音が一部地点で夜間最大値の基準を超過しているが、深夜の時間帯の現況の騒音の方が高く、なおかつ近隣住民の了解を得ている

ことなどから、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすものではないと判断されるものの、店舗に担当窓口を設け、周辺住民から苦情があった場合は適

切な措置を講じてください。また、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ２          第７５回大規模小売店舗立地審議会資料（法第６条第２項）  
 
第１ 審議案件の概要                                     ＜届出概要＞ 

１ 変更日 ：平成２２年１月９日 
２ 店舗面積：２７，６９０㎡ 
３ 駐車場の位置：図３、４ 
  駐車場の収容台数：１，９０４台 
４ 駐輪場の位置：図３、４ 
  駐輪場の収容台数：３７０台 
５ 荷さばき施設の位置：図３、４ 
  荷さばき施設の面積：３，８５３㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図３、４ 
  廃棄物保管施設の容量：１３５㎥ 
７ 開店時刻：午前 ７時 
  閉店時刻：午後１１時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前６時３０分～午後１１時３０分 
９ 駐車場の出入口の位置：図３、４ 

駐車場の出入口の数：２か所 
10 荷さばき可能時間帯： 

午前３時～午後１０時 

１ 大規模小売店舗の名称：コーナン湾岸市川モール  
                           

 ２ 所在地：市川市原木２５２６番６ほか 
 
３ 建物設置者：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 代表取締役 岡内欣也 
 
４ 小売業者名：コーナン商事株式会社 (業種：住・生活関連品専門店) ほか 
            
５ 敷地の概要：・敷地面積    ８３，４８１㎡  ・所有形態  自己所有 

・都市計画区域  市街化区域 
・用途地域    準工業地域 
・現況      商業施設 
・建築確認    申請予定 
 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造２階建一部平屋建て 
・建築面積   ４５，０１３㎡ 
・延床面積   ４８，８２７㎡ 
・店舗面積   ２７，６９０㎡ 
 

７ 周辺の環境等：東側は道路及び鉄道を挟み住居及び小学校、西側は河川を挟み工場、倉庫。 
         南側は商業施設及び工場や倉庫、北側は道路を挟み住居と工場、倉庫。 
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８ 変更しようとする事項 
（１）大規模小売店舗内の店舗面積 
   （変更前）   ２５，５０３㎡   （変更後）   ２７，６９０㎡ 
                      増床面積    ２，１８７㎡ 
（２）駐車場の位置及び収容台数 
   （変更前）４か所 １，７５８台   （変更後）５か所 １，９０４台  
                      増加台数      １４６台 
（３）駐輪場の位置及び収容台数 
   （変更前）２か所   ３３７台   （変更後）３か所   ３７０台 
                      増加台数       ３３台 
（４）荷さばき施設の位置及び面積 
   （変更前）４か所 ３，７９５㎡   （変更後）５か所 ３，８５３㎡ 
                      増加面積       ５８㎡ 
（５）廃棄物の保管施設の位置及び容量 
   （変更前）７か所   １２１㎥   （変更後）８か所   １３５㎥ 
                      増加容量       １４㎥ 
 
９ 処理経過： ・届出日 平成２１年５月８日 

・公告縦覧期間  平成２１年５月１５日～平成２１年９月１５日 
・説明会開催日時 平成２１年７月７日 午後７時 

       ・場 所 信篤公民館 
１０ 市町村・住民等の意見 ：市川市の意見     なし 

：住民等の意見     なし 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（２）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 １，９０４台（内身障者用１５台） 
（ア）変更後 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,000 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 27.690 千㎡）

           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 65％） 
÷（Ｄ：平均乗車人員 2.5 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 1.75）＝1,814 台 

（イ）変更前 
（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,000 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 25.503 千㎡）

           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 65％） 
÷（Ｄ：平均乗車人員 2.5 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 1.75）＝1,671 台 
 

（ウ）必要駐車場台数の算出 変更前駐車台数＋（（ア）－（イ）：1,758 台＋（1,814 台－1,671 台）＝1,901 台 
 
イ 駐車場の位置及び構造等（図３、４ 参照） 

    （変更前） （変更後） 

駐車場① 395 台 建物外平面駐車場（自走式） 駐車場① 464 台 建物外平面駐車場（自走式） 

駐車場② 940 台 屋上等建物内設置方式（自走式）2F 駐車場② 940 台 屋上等建物内設置方式（自走式）2F

駐車場③ 166 台 屋上等建物内設置方式（自走式）R 駐車場③ 166 台 屋上等建物内設置方式（自走式）R

駐車場④ 257 台 屋上等建物内設置方式（自走式）R 駐車場④ 257 台 屋上等建物内設置方式（自走式）R

駐車場⑤ ―  駐車場⑤   77 台 屋上等建物内設置方式（自走式）R

 合計 1,758 台
 

 合計 1,904 台
 

 
・出入口２か所（変更なし） 
交通への支障を回避するための方策 
・駐車場出入口及び場内に交通整理員５名を配置する。 
・駐車場内に駐車待ちスペースを十分確保し、公道における入庫待ち行列の発生を防止する。 
・駐車場内に帰宅方面別の案内看板を設置している。 
 

※駐車場 
 指針に基づく必要台数が確保されて

おり、駐車需要を充足していると認めら

れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
 特別な事情により指針数値を用いず
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ウ 駐輪場の確保等（図３、４参照） 
  ・届出台数 ３７０台   

 ※市川市の附置義務条例（市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例）により算出 
  設置基準：店舗面積 20 ㎡に 1 台、ただし、5,000 ㎡を超える部分についてはその面積に 1／2 を乗じた面積 20
㎡に１台 
条例による変更後の必要台数は、（5,000＋（27,690－5,000）／2）／20 ≒817 台となるが、変更前には、 

 （5,000＋（25,503－5,000）／2）／20 ≒763 台 のところを届出台数 346 台（自動二輪含む）としていたた

め、変更前の届出の台数との比率比較し 346／763 ×817 ≒370 台を必要駐輪台数とすることで市川市と協議済

み。 
 

・駐輪場の管理体制    従業員及び交通整理員が巡回し管理を行う。 
・駐輪場案内の表示方法  案内看板及び路面表示をする。 
 

エ 荷さばき施設の整備等（図３、４ 参照） 
 合計 №1 №2 №3 №4 №5 

3,795 ㎡ 3,614 ㎡ 72 ㎡ 24 ㎡ 85 ㎡ ― （ア）荷さばき（変更前） 
  施設の整備（変更後） 3,853 ㎡ 3,614 ㎡ 72 ㎡ 24 ㎡ 85 ㎡ 58 ㎡ 
（イ）計画的な搬出入 
 ・同時作業可能台数 
 ・待機スペース 
 ・専用出入口 
 ・荷さばき可能時間帯 
 
  ・搬出入車両 
 ・平均的な荷さばき 

処理時間 
  ・ピーク時の搬出入 
   車両台数 
 

 
7 台 
― 
― 
― 
 

66 台 
― 
 

8 台 

 
3 台 
あり 
なし 

午前 6 時～

午後 10 時

25 台 
15 分 

 
2 台 

 
1 台 
あり 
なし 

午前 6 時～

午後 10 時

8 台 
15 分 

 
1 台 

 
1 台 
なし 
なし 

午前 6 時～

午後 10 時

8 台 
15 分 

 
1 台 

 
1 台 
あり 
あり 

午前 3 時

～ 
午後 10 時

15 台 
15 分 

 
2 台 

 
 1 台 
 なし 
 なし 
午前6時～

午後 10 時

10 台 
20 分 

 
2 台 

 
オ 経路の設定 
（ア）案内経路   図６のとおり 
（イ）周知の方法 

・駐車場内に帰宅方面別の案内看板を設置している。 
・主要交差点に野立て看板を設置し店舗への誘導を行っている。 
・会社のホームページに来店経路を掲載している。 

必要台数を算出しているが、算出根拠に

は合理性があり、駐輪需要は充足してい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が確

保されており、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及びその周知の方法は、必要

な配慮がなされていると認められる。 



（２）歩行者の通行の利便性の確保等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・駐車場内の歩行者等通路を白線表示し、歩・車分離により歩行者の安全を確保する。（図４ 参照） 
・歩行者の通行が車両動線と交差する箇所は、路面表示により明確にして安全に配慮する。 

※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、必要な配慮がなされていると認

められる。 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物減量化 
  ・商品搬入時の段ボール減量の為、リターナルブルコンテナーやパレットを積極的に利用している。 

・商品のバラ売り販売を行い、トレー・パックの削減に努めている。 
・レジ袋削減のため、お客様にお声掛けを行うとともに、お買い物袋持参、又はレジ袋ご辞退のお客様に対しては、

ポイントカードへの加算サービス等を行っている。また、従来よりも厚みを削減したレジ袋の導入を行っている。

・ギフト商品の包装の際には、簡易包装にご協力をお願いしている。 
・事務所内で使用する書類等については、再生紙や裏紙の使用を推奨している。 
・業務連絡には電子メールを積極的に利用し、不必要な紙の使用を控え減量化に努めている。 
・事務所内にポスター等を掲示し、資源ゴミの分別を喚起している。 

イ リサイクル計画 
  ・当店舗は食品リサイクル法で定める食品関連事業者に該当し、法定のリサイクル目標値 20％を既に達成している。

   現在、リサイクル率 30％以上を目標に食品廃棄物の排出抑制と再資源化に取り組んでおり、魚のあらについては、

専門業者に回収を委託し、家畜の飼料に加工し、100％リサイクルを行っている。 
  ・家電リサイクル法に基づき、リサイクル４品目（エアコン、テレビ（液晶式・ブラウン管式）、冷凍庫・冷蔵庫、

洗濯機（乾燥機））については、市の許認可業者に委託し、適切に回収、リサイクルを行っている。 
・店舗の出入口付近に食品トレイ、ペットボトル、乾電池、牛乳パック、アルミ缶等の回収ボックスを設置し、自

社管理の工場にてリサイクルを行っている。（ベルク） 
・パソコンリサイクル法に基づき、中古パソコンを買取り、整備点検を行った後、商品として再販している。 
・不要になった蛍光灯や消火器の店頭回収をおこなっている。 

※ 廃棄物の減量化及びリサイクル計

画について、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 

（４）防災・防犯対策への協力 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 防災対策  
・行政から要請があれば対処する。 

イ 防犯対策 
  ・警備員による店内の巡回や監視カメラの設置等による防犯対策を実施する。 

・閉店後は、出入口をチェーンバリカーで閉鎖し、セキュリティシステムの稼動により侵入者を防ぎ、青少年の溜

まり場にならないよう管理する。 

※ 防災・防犯対策への協力について

は、適切な配慮がなされていると認め

られる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（２）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策 ：空調機器は低騒音型を採用するとともに、定期的にメンテナンスを行い、異常音の発

生防止に努める。 
                 
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：作業の効率化により作業時間の短縮化を図る。 

作業員への騒音防止意識の徹底を図る。 
・荷さばき施設：施設の配置及び専用搬出入口の位置について配慮する。 

十分なスペースを確保する。 
b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 
 ・ＢＧＭ等の営業宣伝活動はしない。 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 

a  室外機等からの騒音対策 
・低騒音型を採用する。 
・定期的にメンテナンスを行い、異常音の発生防止に努める。 
・２４時間稼動の設備は敷地境界から離れたところに設置する。 

b  駐車場からの騒音対策 
・床や排水蓋等の段差を減らす。 
・排水蓋を固定式とする。 
・交通整理員による適切な誘導に努め、場内の円滑な走行を図る。 

c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・施設面の対策：施設を屋内に設置する。  
・運用面の対策：深夜・早朝の作業は行なわない。 

作業者に騒音抑制意識向上の徹底を行う。 
 

※騒音 
今回の変更は店舗の増床等であり、騒

音の総合的な予測・評価については、す

べて基準を満たしており、今回の変更に

伴う生活環境に与える騒音の影響は軽

微であると認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について（図５ 参照）                                  

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、 

昼間(6：00～22：00)及び夜間(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。

ｂ 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外とした。

ｃ 評価方法：都市計画法の用途指定外であり、騒音に係る環境基準の指定はないが、周辺の状況からＢ類型(主と 
        して住居の用に供される地域)として評価した。なお、店舗は準工業地域に立地している。 

ｄ 騒音の総合的な予測結果 
   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ地点 無指定地域 (Ｂ) 53～54 55 以下 42～43 45 以下 ※ 

Ｂ地点 無指定地域 (Ｂ) 51～52 55 以下 41 45 以下 ※ 

  ※ Ａ及びＢ地点の予測高さ：1.2ｍ、4.7m,7.2m.10.2m 
 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法（今回の変更に係るもの） 

ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点。 
ｃ 評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準。 
ｄ 発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分

騒音規制法 
区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 

 
備  考 

c 準工業地域 第３種区域 ‹ 30 50 － － K06 キュービクル  
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図３、４参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：１３５m3      

（変更前）121 ㎥（高さ 1.0ｍ～1.7ｍ） 
（①→4m3 ②→9m3 ③→12m3 ④→22m3 ⑤→42 ㎥ ⑥→3 ㎥ ⑦→29 ㎥） 

（変更後）135 ㎥（高さ 1.0～1.7ｍ） 
（①→4m3 ②→9m3 ③→12m3 ④→22m3 ⑤→42 ㎥ ⑥→3 ㎥ ⑦→29 ㎥ ⑧→14 ㎥<増床分>） 
 

（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 
 A：1 日当たりの廃棄物等

の排出予測量（ｔ） 
B：廃棄物等の平
均保管日数（日）

C：廃棄物等の 
見かけ比重 

保管容量 
（㎥） 

紙製廃棄物等 ３．０８３ １ ０．１０ ３０．８

金属製廃棄物等 ０．１３９ １ ０．１０ １．４

ガラス製廃棄物等 ０．１１２ １ ０．１０  １．１

プラスチック製 
廃棄物等 ０．３２３ １ ０．０１ ３２．３

生ごみ等 ２．６５６ １ ０．５５ ４．８

その他の可燃物等 １．４９６ １ ０．３８ ３．９

合   計  ７４．３

＊指針による小売店舗の保管量と小売店舗以外の施設の保管量の合計 
指針に基づく排出予測量 74.3ｍ３＋廃家電等排出予測量 21ｍ３＋小売店舗以外の排出予測量 3ｍ３

＝全体排出予測量 98.3ｍ３

廃家電等排出予測量（既存店舗から予測）21m3

 
 

イ 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理  
・運搬頻度    毎日 
 

※廃棄物 
廃棄物に係る事項等について、保管施

設は指針を満たす保管容量が確保され

ており、運搬等についても配慮がなされ

ていると認められる。 
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（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ： 緑化面積 １０，３１２㎡（敷地面積 ８３，４８１㎡の１２．３５％） 
（緑化率は「市川市宅地開発事業の施行における事前協議の手続及び公共施設等の整備に関す

る基準等を定める条例」により敷地面積の１０％以上と規定されている。） 
イ 街並みづくり、景観への配慮 ：敷地外周に緑地帯を設けるとともに、店舗外壁部は全体に落ち着いたベージュ・

グレー等を基調とした落ち着いた色彩とし、周辺環境との調和を図り景観に溶け

込む建物とする。                  
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  日没から閉店まで 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

※街並みづくり等への配慮 
地域環境との調和に適切な配慮がなさ

れていると認められる。 

 
３ 市町村・住民等の意見について 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 市川市の意見 なし 
イ 住民等の意見 なし 
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第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、市川市との協議により駐輪需要は充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 

３ 騒音の予測・評価結果は、すべて基準値を満たしており、適切な対応がとられているものと認められる。 
 
 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
６ 市川市及び住民等からの意見はなかった。 
 

  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 
   「意見なし」 
    なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ３          第７５回大規模小売店舗立地審議会資料（第６条第２項）  
 
第１ 審議案件の概要                                     ＜届出概要＞ 

１ 変更日 ：平成２２年１月１３日 
２ 店舗面積：１６,３８２㎡ 
３ 駐車場の位置：図３ 
  駐車場の収容台数：４２８台 
４ 駐輪場の位置：図３ 
  駐輪場の収容台数：１００台 
５ 荷さばき施設の位置：図３ 
  荷さばき施設の面積：４６９㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図３ 
  廃棄物保管施設の容量：１５４㎥ 
７ 開店時刻：午前９時 
  閉店時刻：午後１０時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後１０時３０分 
９ 駐車場の出入口の位置：図３ 
  駐車場の出入口の数：４か所 
10 荷さばき可能時間帯： 

午前６時～午後１０時 

１ 大規模小売店舗の名称：茂原セントラルモール 
                           

 ２ 所在地：茂原市小林１６０６番１０ほか 
 
３ 建物設置者：株式会社ハヤシ 代表取締役 林博史 
 
４ 小売業者名：株式会社ハヤシ (業種：食料品専門店)ほか 
 
５ 敷地の概要：・敷地面積   ３３，８１０㎡  ・所有形態 借地 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域   準工業地域 
・現況     店舗 
・建築確認   平成２１年１２月中旬予定 
 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造平屋一部２階建 
・建築面積   １９,１０２㎡ 
・延床面積   ２０,６０２㎡ 
・店舗面積   １６,３８２㎡ 
 

７ 周辺の環境等：東側は道路を挟み店舗、西側は店舗、 
南側は店舗及び住居、北側は店舗である。 
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８ 変更しようとする事項 
  （１）大規模小売店舗内の店舗面積 
     （変更前）  １３，４９４㎡         （変更後）   １６，３８２㎡ 
                             増床面積    ２，８８８㎡ 
  （２）駐車場の位置及び収容台数 
     （変更前届出） １，０４３台         （変更後届出）    ４２８台 

 減少台数      ６１５台 
  （３）駐輪場の位置及び収容台数 

（変更前）     １８４台         （変更後）      １００台 
                        減少台数       ８４台 

  （４）荷さばき施設の位置及び面積 
（変更前）     ４３２㎡         （変更後）      ４６９㎡ 
                        増加面積       ３７㎡ 

  （５）廃棄物等の保管施設の位置及び容量 
（変更前）    １４５㎥          （変更後）      １５４㎥ 

                        増加容量        ９㎥ 

（６）荷さばき可能時間帯 

（変更前） 午前６時から翌午前０時   （変更後） 午前６時から午後１０時 
 

９ 処理経過： ・届出日 平成２１年５月１２日 
・公告縦覧期間  平成２１年５月２２日～平成２１年９月２２日 
・説明会開催日時 平成２１年７月８日 午後６時３０分 
・ 場 所 茂原市中央公民館 

  
１０ 市町村・住民等の意見 ：茂原市の意見     なし 

               ：住民等の意見     なし 
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２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（３）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 ４２８台（うち身障者用７台） 

 
※増床後必要駐車台数   ４２８台＝３２９台（既存店・セントラルモール）＋９８台（増床テナント分） 
 
○既存店舗の必要台数 ３２９台 
  年間の平均的な休祭日ピーク１時間あたりの最大滞留台数２７４台×１２０％ 
 
○増床分の必要台数   ９８台 
（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,030 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 2.315 千㎡） 
          ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 80％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.712）＝９８台  
 
 
イ 駐車場の位置及び構造等（図３ 参照） 

・建物外平面駐車場（自走式） ４２８台（①412 台  ②16 台） 
・出入口４か所 
 
交通への支障を回避するための方策 
・オープンセール及び繁忙時期等に各出入口に交通整理員（１名～６名）を配置する。 
・駐車場内に案内看板を設置するとともに、路面表示を行う。 
 

 
ウ 駐輪場の確保等（図３ 参照） 

・届出台数 １００台 
 ＊平均的な休祭日のピーク１時間に必要な台数とした。 
  必要な駐車台数は、当該店舗の駐輪台数から店舗面積比率により必要駐輪台数を算出した。 

    必要駐輪台数 37 台＝ 
31 台（既存店舗の駐輪台数 22 台＋自動二輪台数 5 台）×（16,382 ㎡ 変更後 ÷ 14,067 ㎡ 変更前）

 
・駐輪場の管理体制   従業員による適宜見回りを行い管理する。 
・駐輪場案内の表示方法 案内看板を設置するとともに、路面表示を行う。 

 

※駐車場 
特別な事情により指針数値を用いず

必要台数を算出しているが、算出根拠

には合理性があり、駐車需要は充足し

ていると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
 特別な事情により指針数値を用いず

必要な台数を算出しているが、算出根

拠には合理性あり、駐輪需要は充足し

ていると認められる。 
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エ 荷さばき施設の整備等（図３  参照） 
 合計 既存店 増床（ハヤシ） 増床（未定）  
（ア）荷さばき施設の整備 ４６９㎡ ４３２㎡ ３７㎡ 既存店と同じ  
 
（イ）計画的な搬出入 
 ・同時作業可能台数 
  ・待機スペース 
 ・専用出入口 
  ・荷さばき可能時間帯 
   
・搬出入車両  

  ・平均的な荷さばき処理時間 
  ・ピーク時の搬出入車両台数 

 
 

１０台 
― 
― 

午前６時～ 
午後 10 時 

４８台 
― 

１０台 

 
 

８台 
なし 

あり（2 か所） 
午前６時 
翌午前０時 
２６台 
２０分 
６台 

 
 

１台 
なし 
― 
― 
 

１７台 
３０分 
３台 

 
 

１台 
なし 
― 
― 
 

５台 
３０分 
１台 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
オ 経路の設定 
（ア）案内経路   （図５ 参照） 
（イ）周知の方法 
・チラシ等の配布：新聞折込広告に案内図を掲載する。 
・店舗周辺３ｋｍ圏内の誘導経路上（５カ所）に案内看板を設置済み。 
 

※荷さばき施設 
搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなされ

ていると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※経路 
 経路設定及びその周知方法は、必要

な配慮がなされていると認められる。 

 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・敷地内に歩行者及び自転車専用の出入口を設け、歩行者等の安全確保をする。（図３ 参照） 
・店舗間通路に歩行者横断道を設置し、また停止線やトマレの標示をし歩行者の安全対策を実施している。 

※歩行者の通行の利便性 
 歩行者の通行の利便性の確保につい

て、必要な配慮がなされていると認め

られる。 
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（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物減量化 
・リターナブルコンテナ及び折りたたみ式コンテナを導入し、ダンボールの使用を削減し廃棄物の減量化を図る。 
・包装資材の削減に努め、簡易包装を推進し、廃棄物の減量化に努めている。  
・レジ袋削減に取り組むため、エコバック、マイバック持参を推進しお客様に呼びかけを行う。 
・レジ袋削減の一環として、レジ袋不要のお客様にポイントカード制を実施する。 
・惣菜商品（揚げ物、天ぷら等）、野菜、果物等は裸陳列、ばら売り、量り売りを行い、包装紙・パック類の減量化に

努めていく。 
・計画的な商品仕入れや商品管理を行い、廃棄物の発生量を抑えていく。 
・最終廃棄ごみゼロを目指し社員教育及び従業員への意識の徹底を図っていく。 
・取引先に働きかけて、輸送時の包装資材の減量化及び資材の再利用化に積極的に取り組んでいく。 
・事務用品は再生紙の利用に努めていく。 

  
 
イ リサイクル計画 
・食品廃棄物は、食品リサイクル法の基本方針に基づき、発生の抑制・減量・再利用に努める。 
・魚のあら等の生ごみは、業者委託により肥料にリサイクルし再利用に取り組み、店内掲示によりピーアールする。

・食用油は専門業者に委託し燃料にリサイクルする。 
・食品トレー、アルミ缶、牛乳パックなどリサイクルできるものは、店頭に回収ボックスを設置して分別回収し、業

者委託によりリサイクルを行う。 
・ダンボールのリサイクルを専門業者に委託する。 
・電池、インクカートリッジは店頭に回収ボックスを設置し回収に努める。 
・有効利用可能な資源のリサイクル促進に積極的に取り組む。 

※廃棄物 
 廃棄物の減量化及びリサイクル計画

について、適切な配慮がなされていると

認められる。 
 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策  

・行政から災害時の避難場所として駐車場の使用、また店舗で扱っている物資の提供の協定書締結については、要

請があった場合は協力する。 
イ 防犯対策 

・店舗閉店後は警備会社に委託し防犯対策を実施する。 
・閉店後は出入口をチェーンバリカーで閉鎖し、店舗管理を行う。 

※防災・防犯 
 防災・防犯対策への協力について、適

切な配慮がなされていると認められる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（３）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策 ：低騒音型の機器を使用する。 
                                 

 
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：搬出入車両のアイドリング禁止を徹底する。 

夜間の荷さばき作業は行わない。 
        商品納入の定時配送により作業時間の短縮を図る。 

作業員への騒音防止意識の徹底を図る。 
・荷さばき施設：荷さばき施設は十分なスペースを確保し、平滑な路面とする。 
 

b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・敷地外に騒音の影響が生じないよう方向と音量に配慮する。 
 

(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
a  室外機等からの騒音 

・必要最小限の稼動とする。 
・室外機は低騒音型を採用する。 

 
b  駐車場からの騒音対策 

・空ぶかし禁止、アイドリングストップの看板を設置し周知徹底を図る。 
・駐車場については、一部利用制限を行う。  

 
c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 

・施設面の対策：最適な施設配置により作業時間の短縮を図る。  
・運用面の対策：作業者に騒音抑制意識の徹底を行う。 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、すべて基準値以下であり、適切な

対応がとられていると認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について（図  参照）                                  

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
a  予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間 

(6：00～22：00) 及び夜間(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
b  予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外とした。

（P1 及び P4 地点は新たな予測地点） 
c  評価方法：騒音に係る環境基準。（店舗は準工業地域に立地するが、一部予測地点は都市計画法の用途指定外であ

り、環境基準の指定がないため、周辺の状況からＢ類型とした。） 
d  騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 

環境

基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ地点 無指定地域 （Ｂ） 53 55 以下 30 45 以下  
Ｂ地点 無指定地域 （Ｂ） 54 55 以下 43 45 以下  
Ｃ地点 無指定地域 （Ｂ） 52 60 以下 36 45 以下  
Ｄ地点 準工業地域 Ｃ 51 60 以下 41 45 以下  

   ※予測地点の高さ：各地点 1.2m,4,2m 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      

a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点。（P3 及び P4 地点は新たな予測地点） 
ｃ 評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準（店舗は準工業地域に立地）。 
ｄ 発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間 （22:00～6:00） 

地点名 用途地域区分
騒音規制法 

区域区分 
敷 地 境

界 
基準値 保全対象 基準値 環境騒音 

 

備  考 

Ｐ１地点 準工業地域 第３種区域 31 50 － － － 来客車両走行音 013 

Ｐ２地点 準工業地域 第３種区域 49 50 － － － 浄化槽ブロア 02 

Ｐ３地点 準工業地域 第３種区域 38 50    浄化槽ブロア 01 

Ｐ４地点 準工業地域 第３種区域 48 50 － － － キュービクル 03  

 



（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図３ 参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：１５４m3（家電 78 m3、スポーツ 27 m3、ドラッグ 13 m3、衣料 18 m3、衣料 9 m3、
食品 9 m3（増床分）） 

（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 
 Ａ：1日当たりの廃棄物

等の排出予測量（ｔ）
Ｂ：廃棄物等の平

均保管日数(日）
Ｃ：廃棄物等の 
見かけ比重 

保管容量 
（㎥）

紙製廃棄物等 １．３６２ １ ０．１０ ２７．２４
金属製廃棄物等 ０．０７３ １ ０．１０ ０．７３
ガラス製廃棄物等 ０．０５７ １ ０．１０  ０．５７
プラスチック製 
廃棄物等 ０．１５１ １ ０．０１ １５．１

生ごみ等 １．２２２ １ ０．５５ ２．２２
その他の可燃物等 ０．８８５ １ ０．３８ ２．３３

合   計  ３４．５７

＊廃家電等排出予測量 家電量販店   36m3

 指針に基づく排出予測量：34.57ｍ３＋廃家電等排出予測量：36ｍ３＝全体排出予測量：70.57 m3

イ 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理 
・運搬頻度    毎日 

※廃棄物 
 廃棄物に係る事項等について、保管施

設は指針を満たす保管容量が確保され

ており、運搬等についても適切な配慮が

なされていると認められる。 
 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ： 緑化面積 ７９６㎡（敷地面積 ３３，８１０㎡の２．３５％） 
                     （都市計画法による義務規定はないが、環境に配慮した。）      
イ 街並みづくり、景観への配慮 ：茂原市ポイ捨て防止条例に配慮し、ポイ捨て防止を呼びかける看板を設置する。

                 社員及び従業員への教育により、敷地内美化及び地域環境美化に努める。 
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  日没から駐車場利用時間終了まで 
・光害対策  周辺住居に対して照射角度を配慮する。        

※街並みづくり等への配慮 
 地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 

３ 市町村・住民等の意見について 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 茂原市の意見  なし 

イ 住民等の意見  なし 
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第３ 総合判断 
１ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、特別な事情により指針数値を用いず必要台数を算出しているが、算出根拠には合理性があり、駐車需要は充足し

ていると認められる。 
   駐輪場については、特別な事情により指針数値を用いず必要な台数を算出しているが、算出根拠には合理性あり、駐輪需要は充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 
 ２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ３ 今回の変更は、店舗の増床等であり、騒音の予測・評価結果は、すべて基準を満たしており、適切な対応がとられているものと認められる。 
 
 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、 
  適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ６ 茂原市及び住民等からの意見はなかった。 
 
  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断 
 する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし」 
なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ４          第７５回大規模小売店舗立地審議会資料（法第 5 条第 1 項） 
 
第１ 審議案件の概要                                      ＜届出概要＞ 

１ 新設日 ：平成２２年２月２５日 
２ 店舗面積：５，１４８㎡ 
３ 駐車場の位置：図３ 
  駐車場の収容台数：１５５台 
４ 駐輪場の位置：図３ 
  駐輪場の収容台数：１５２台 
５ 荷さばき施設の位置：図３ 
  荷さばき施設の面積：１３５㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図３ 
  廃棄物保管施設の容量：４９㎥ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後９時５０分 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時３０分～午後１０時 
９ 駐車場の出入口の位置：図３ 

駐車場の出入口の数：３か所  
10 荷さばき可能時間帯： 

午前６時～午後１０時 

１ 大規模小売店舗の名称：（仮称）ケーズデンキ白井店  
 ２ 所在地：白井市笹塚二丁目１番１ほか 
３ 建物設置者：株式会社ケーズホールディングス 代表取締役 加藤修一 
４ 小売業者名：株式会社ケーズホールディングス  (業種：家庭電化製品)ほか 
５ 敷地の概要：・敷地面積 １５，６９７㎡  ・所有形態  借地 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域   近隣商業地域 
・現況     更地  
・建築確認   平成２１年８月２８日 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造平屋建 
・建築面積   ６，６９５㎡ 
・延床面積   ６，６８２㎡ 
・店舗面積   ５，１４８㎡ 

７ 周辺の環境等：東側は道路を挟み商業施設、西側は駅ロータリーを挟み商業施設 
南側は道路を挟み鉄道駅、北側は道路を挟み高層マンションである。 

８ 処理経過： ・届出日 平成２１年６月８日 
・公告縦覧期間  平成２１年６月１９日～平成２１年１０月１９日 
・説明会開催日時 平成２１年７月１７日 午後７時 

       ・場 所 白井駅前センター 
９ 市町村・住民等の意見 ：白井市の意見     なし 

：住民等の意見     なし 

29 



第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（４）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 １５５台（身障者用８台） 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 950 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 5.148 千㎡） 
           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 44.5％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.97） 
              ＝１５２台 
イ 駐車場の位置及び構造等（図３ 参照） 

・建物外平面駐車場（自走式）１５５台 
・出入口３か所 
交通への支障を回避するための方策 
・オープン時・年末年始・特売日などの繁忙期に駐車場出入口に交通整理員を配置する。 
・駐車場内出口への案内看板の設置及び出口への路面表示を行い円滑かつ安全な出庫方法を誘導する。 

ウ 駐輪場の確保等（図３ 参照） 
  ・届出台数 １５２台 ＊指針参考値の駐輪台数 5,148 ㎡÷35 ㎡＝147 台 

・駐輪場の管理体制   従業員及び交通整理員が巡回し駐輪場の整理を行う。 
・駐輪場案内の表示方法 案内看板及び路面表示を行う。 

エ 荷さばき施設の整備等（図３ 参照） 
（ア）荷さばき施設の整備  面積：１３５㎡ 
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数     ：２台   
・待機スペース       ：なし   
・搬出入車両専用出入口   ：なし 
・荷さばき可能時間帯    ：午前６時～午後１０時 
・搬出入車両              ：１２台（４ｔ車７台、２t 車５台） 
・平均的な荷さばき処理時間 ：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：２台 

オ 経路の設定 
（ア）案内経路   図５のとおり 
（イ）周知の方法 

・チラシ等の配布：新聞折込広告に来店経路を掲載する。 
・店舗出入口付近に帰宅経路案内図を掲示する。 

※駐車場 
 指針に基づく必要台数が確保されて

おり、駐車需要を充足していると認めら

れる。 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
 指針に基づく参考値の台数が確保さ

れており、駐輪需要は充足していると認

められる。 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が確

保されており、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及びその周知の方法は、必要

な配慮がなされていると認められる。 
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（２）歩行者の通行の利便性の確保等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・道路より店舗入口まで白線で路面表示した歩行者・自転車専用通路を設置し来店者の安全を確保する。 
・交通の混雑が予測される時には交通整理員を配置する。 

※歩行者の利便性 
 歩行者の通行の利便性の確保につい

て、必要な配慮がなされていると認めら

れる。 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物減量化 
  ・配送センターで１店舗に必要な商品を取りまとめ、搬入車の台数を減少させることで環境にも配慮している。 

・搬入時、折りたたみ式コンテナ等を使用しダンボール等梱包を最小限にする。 
・過剰包装のないように努める。 
・レジ袋削減のための声かけをする。 
・再生紙の使用に努め、コピー･メモ用紙は両面を使用し減量化に努める。 
・社内に省エネ推進室を設置し、良い環境づくりを目指し、展示商品の電源を切るなどの活動を行う。 
 

イ リサイクル計画 
・リサイクル品目（冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、液晶テレビ、ブラウン管テレビ、プラズマテレビ、エアコ

ン）は、家電リサイクル法に基づき家電メーカーに引き渡し、適切にリサイクルする。 
・商品搬入時の緩衝材、梱包材、ダンボール等は搬入業者が持ち帰り、リュース・リサイクルを実施する。 
・回収したパソコンは、廃家電置場に保管し、リサイクル業者を通じて適切にリサイクルを実施する。 
・インクカートリッジ、乾電池、電球、蛍光灯、空き缶、ペットボトルなどリサイクルできるものは、店頭に回収

ボックスを設置して分別回収し、業者委託によりリサイクルを行う。 
 

※廃棄物 
 廃棄物の減量化及びリサイクル計画

について、適切な配慮がなされていると

認められる。 
 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策  

・行政から要請があれば協力する。 
イ 防犯対策 

・駐車場等への照明設備を設置する。 
・従業員の定期的な巡回を実施するとともに、閉店後は出入口を門扉で施錠し店舗の管理を徹底する。 
・緊急時における所轄警察署への通報体制を整備する。 
 

※防災・防犯 
防災・防犯対策への協力について、適

切な配慮がなされていると認められる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（４）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策 ：室外機等は低騒音型を採用する。 

設備は周辺住居から離した敷地中央部に配置する。 
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：深夜・早朝の貨物搬入及び荷捌き作業を禁止する。 
        搬入時間の設定による待機車両を低減する。 

搬出入作業中のアイドリングを禁止する。 
作業員への騒音防止意識の徹底を図る。 

・荷さばき施設：荷さばき施設の十分なスペーを確保することにより作業時間を短縮する。 
 
b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 
 ・ＢＧＭ等の営業宣伝活動はしない。 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 

a  室外機等からの騒音対策 
・設備機器は低騒音型を採用する。 

b  駐車場からの騒音対策 
・排水溝蓋の振動防止対策を行う。 
・床や排水蓋等による段差をなくす。 
・アイドリングストップ、不要なクラクション等禁止の表示板等による注意を喚起する。 
・利用時間以外は、閉鎖する。 

c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・運用面の対策：回収業者に騒音抑制意識向上の働きかけを行う。 

深夜・早朝における作業回避等、回収時間帯を制限する。 
 

 
 
 
 
 
 
 

※騒音 
騒音の予測・評価結果は、すべて基準

を満たしており、適切な対応がとられて

いるものと認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について（図４ 参照） 
（ア）騒音の総合的な予測・評価 

a 予測方法：音源ごとに距離減衰及び回折減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00

及び夜間 (22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 

b 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外とした。

ｃ評価方法：騒音に係る環境基準。 

d 騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 

環境基

準類型 予測レベル 基準 予測レベル 基準 
備 考 

Ａ 近隣商業地域 Ｃ 39 60 以下 ‹ 30 50 以下  

Ｂ 第 1種中高層住居専用地域 Ａ 41 55 以下 ‹ 30 45 以下  

Ｃ 第 1種中高層住居専用地域 Ａ 43 55 以下 ‹ 30 45 以下  

Ｄ 近隣商業地域 Ｃ 41 60 以下 ‹ 30 50 以下  

 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価      

a 予測方法：音源ごとに距離減衰及び回折減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 

b 予測地点：建物の周囲について、音源毎に住居に最も近い敷地境界地点とした。 

ｃ評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準。 

d 発生する騒音ごとの予測結果 
 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間（22:00～6:00）  

地点名 

 

用途地域区分 
騒音規制法 

区域区分 敷地境界 基準 保全対象 基準 
備 考 

Ａ´ 近隣商業地域 第３種区域 ‹ 30 50 － － ※ 

Ｂ´ 近隣商業地域 第３種区域 ‹ 30～33 50 － － ※ 

Ｃ´ 近隣商業地域 第３種区域 ‹ 30 50 － － ※ 

  ※ 音源：S18 冷凍室外機、S19 キュービクル、F5 排気ファン、F9 排気ファン 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図３ 参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：４９m3  （廃棄物保管施設 29 m3、廃家電 20 m3） 
（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 

 A：1 日当たりの廃棄物
等の排出予測量（ｔ）

B：廃棄物等の平均保
管日数（日） 

C：廃棄物等の 
見かけ比重 

保管容量 
（㎥） 

紙製廃棄物等 １．０７１ １ ０．１０ １０．７１

金属製廃棄物等 ０．０３６ １ ０．１０ ０．３６

ガラス製廃棄物等 ０．０３１ １ ０．１０  ０．３１

プラスチック製廃棄物等 ０．１０３ １ ０．０１ １０．３０

生ごみ等 ０．８７０ １ ０．５５ １．５８

その他の可燃物等 ０．２７８ １ ０．３８ ０．７３

合   計  ２３．９９

   ＊家電等補完予測量（同社の他店舗の実績から予測）１０．３３m3 

    指針に基づく保管容量：２３．９９m3＋廃家電等保管予測量：１０．３３＝３４．３２m3

イ 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理 
・運搬頻度    毎日 

※廃棄物 
廃棄物に係る事項等について、保管施

設は指針を満たす保管容量が確保され

ており、運搬等についても適切な配慮が

なされていると認められる。 
 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ： 緑化面積 ４７１㎡（敷地面積１５，６９７㎡の 3.0％） 
（白井市開発事業指導基準の３%を確保） 

イ 街並みづくり、景観への配慮 ：周辺環境、街並みとの調和に配慮するとともに、商業施設としての賑わいとのバ

ランスを考慮する。店舗まわりの清掃を適宜実施し、環境美化に努める。 
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  日没から閉店後まで 
・光害対策  周囲に対して照射角度を配慮する。 

※街並みづくり 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 

３ 市町村・住民等の意見について 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 白井市の意見 
  なし 
イ 住民等の意見 

 なし 
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第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要は充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 

３ 騒音の予測・評価結果は、すべて基準を満たしており、適切な対応がとられているものと認められる。 
 

 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
６ 白井市の意見については、必要な対応がなされると認められる。なお、住民等からの意見はなかった。 
 

  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし」 
    なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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